
                    一人当たり市町村民所得（平成２９年度）　市町村順位表

   （単位：千円、％）
順位 市 町 村 名 金額 対前年度増加率

1 菊 陽 町 3,121 ▲ 1.1 （H29  261万3千円）

2 嘉 島 町 3,111 12.3 （H28  251万4千円）

3 山 江 村 2,994 9.2
4 熊 本 市 2,891 4.3
5 大 津 町 2,877 4.9
6 五 木 村 2,801 22.5
7 合 志 市 2,715 1.7
8 西 原 村 2,575 25.1
9 苓 北 町 2,525 2.8

10 多 良 木 町 2,504 2.0
11 菊 池 市 2,492 1.4
12 八 代 市 2,471 2.0
13 宇 土 市 2,448 3.8
14 玉 名 市 2,435 1.1
15 南 関 町 2,429 3.8
16 阿 蘇 市 2,427 9.9
17 益 城 町 2,413 19.5
18 人 吉 市 2,411 1.6
19 長 洲 町 2,400 ▲ 2.3
20 錦 町 2,395 2.4
21 南 小 国 町 2,386 2.9
22 和 水 町 2,357 3.9
23 宇 城 市 2,352 4.4
24 小 国 町 2,342 10.2
25 氷 川 町 2,324 6.0
26 上 天 草 市 2,317 2.4
27 玉 東 町 2,291 5.3
27 高 森 町 2,291 5.5 ※　変動
29 山 鹿 市 2,266 1.8
30 あ さ ぎ り 町 2,250 4.4
31 御 船 町 2,221 13.1
32 南 阿 蘇 村 2,217 19.8
33 天 草 市 2,197 2.4
34 甲 佐 町 2,190 10.7
35 水 俣 市 2,170 0.2 ※
36 産 山 村 2,169 23.0
37 荒 尾 市 2,166 ▲ 0.6
38 山 都 町 2,090 6.0
39 相 良 村 2,054 4.7
40 美 里 町 1,999 5.5
41 芦 北 町 1,952 1.2
42 湯 前 町 1,947 3.7
43 津 奈 木 町 1,887 4.9
44 水 上 村 1,873 6.7
45 球 磨 村 1,863 6.9

市町村計(平均) 2,613 4.0

変動係数は、ばらつきを示すものであり、格差が拡大すると
上昇し、格差が縮小すると低下する。

※　一人当たり市町村民所得は、分配（市町村民所得）を市町村の総人口で割ったものです。

　・市町村民所得＝「雇用者報酬」＋「財産所得」＋「企業所得」

　  この市町村民所得は、市町村内居住者の生産活動によって発生した付加価値が、個人へ
　の賃金や企業の利潤などへ分配されたものを示しています。また、総人口には、生産に従
　事していない失業者、高齢者、子どもも含まれます。
　　したがって、一人当たり市町村民所得は、個人（一人当たり）の給与や実収入に相当す
　るものではなく、市町村経済全体の水準を表したものです。
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                    一人当たり家計所得（平成２９年度）　市町村順位表

   （単位：千円、％）
順位 市 町 村 名 金額 対前年度増加率

1 五 木 村 3,740 5.6 （H29  317万1千円）

2 熊 本 市 3,376 2.1 （H28  310万6千円）

3 菊 陽 町 3,343 1.5
4 嘉 島 町 3,313 3.8
5 多 良 木 町 3,306 2.5
6 大 津 町 3,218 2.4
7 小 国 町 3,155 7.8
8 合 志 市 3,147 1.1
9 宇 土 市 3,080 3.2

10 菊 池 市 3,077 0.7
11 高 森 町 3,074 4.4
12 阿 蘇 市 3,073 4.2
12 上 天 草 市 3,073 2.9
14 玉 名 市 3,059 1.2
15 甲 佐 町 3,058 7.7
16 人 吉 市 3,053 1.6
17 西 原 村 3,037 2.3
18 八 代 市 3,026 1.6
19 和 水 町 3,004 2.7
20 南 小 国 町 2,985 0.6
21 御 船 町 2,978 3.7
22 水 俣 市 2,974 0.9
22 山 都 町 2,974 1.7
24 天 草 市 2,968 2.0
25 宇 城 市 2,959 2.4
26 山 鹿 市 2,953 1.9
27 美 里 町 2,949 4.0
28 玉 東 町 2,947 3.0
29 長 洲 町 2,941 0.2
30 あ さ ぎ り 町 2,940 3.3
31 氷 川 町 2,934 4.2
32 南 関 町 2,918 1.3
33 錦 町 2,903 1.9
34 荒 尾 市 2,899 1.3 ※
35 益 城 町 2,893 0.7
36 産 山 村 2,878 7.5
37 南 阿 蘇 村 2,834 4.2
38 湯 前 町 2,820 2.5
39 相 良 村 2,816 3.5
40 球 磨 村 2,807 2.0
41 芦 北 町 2,805 1.0
42 苓 北 町 2,788 2.1
43 山 江 村 2,748 1.8
44 津 奈 木 町 2,705 2.4
45 水 上 村 2,671 1.5

市町村計(平均) 3,171 2.1

　家計所得とは、市町村民所得が民間法人企業等の所得を含んでいるため、家計（個人企業を含む）
の受取所得を把握する目的により推計している、熊本県市町村民所得推計独自の概念です。
　ただし、持ち家の帰属家賃や社会保障給付などが含まれ、総人口には、生産に従事していない失
業者、高齢者、子どもも含まれます。
　したがって、一人当たり家計所得も、個人一人当たりの年収額に相当するものではありません。

・家計所得＝「雇用者報酬」＋「家計の財産所得」＋「個人企業所得（持ち家は除く）」
　　＋「社会保障給付」＋「経常移転（純）」

変動係数は、ばらつきを示すものであり、格差が拡大す
ると上昇し、格差が縮小すると低下する。

※　一人当たり家計所得は、家計所得を市町村の総人口で割ったものです。
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